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郡
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高
等

裁
判

所
地

方
.
家
庭

裁
判

所
簡
易
裁
判
所

*1
*
2

*3
弁

護
士

司
法
書
士
数

司
法

書
士

管
轄

区
域

人
口

弁
護

士
数

一
人

当
た

ーり
の

人
口

-
人

当
た

り
の

人
口

本
庁

支
部

本
庁

支
部

福
岡
地

方
･
家

庭
裁

判
所

八
女

支
部

八
女

簡
易

裁
判

所
八

女
市
,
筑

後
市

,
八
女

郡
(黒

木
町

,
立

花
町
,
広

川
町

,
矢

部
村

,
星

野
村

)
14

1,
3
5
4

1
14

1,
3
5
4

1
3

1
0
,8
7
3

福
岡
地

方
･
家

庭
裁

判
所

柳
川

支
部

柳
川

簡
易

裁
判

所
柳

川
市
,
大
川
市

,
み

や
ま
市

(
旧

山
門

郡
瀬
高
町
,
旧

山
門

郡
山
川
町
)
,
≡

瀦
郡

大
木
町

1
5
7
,1
8
7

0
2
4

･6
,5
4
9

福
岡
地

方
･
家

庭
裁

判
所

大
牟

田
支

部
大

牟
田

簡
易
裁

判
所

大
牟

田
市
,

み
や

ま
市

の
う
ち

旧
三

池
郡

高
田
町

14
5
,3
0
9

8
:1
8
,'1
6
4

2
0

_=L7
_i2
6
5
=

福
岡
地

方
･
家
庭

裁
判

所
小
倉

支
部

小
倉

簡
易

裁
判

所
北

九
州

市
(小

倉
北

区
,

小
倉

南
区
,

若
松

区
,
戸

畑
区
,

門
司

区
,

八
幡

東
区
,

八
幡

西
区

[八
幡

西
区
役

所
折

尾
出
張

所
及

び
八

幡
南

出
張

所
の
各

所
管

区
域

を
除

く
]
)

8
5
9
,0
1
5

1
1
3

毎
卓

3
亘

殖

折
尾

簡
易

裁
判

所
北

九
州

市
(八

幡
西

区
八

幡
西

区
役
所

折
尾

出
張
所

(大
字

浅
川

,
浅

川
1
丁

目
,

浅
川

2
丁

目
,

浅
川

学
園

台
1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま
で
,

浅
川

台
1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で

,
浅

川
町
,

浅
川

日
の
峯

1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま
で

,
泉

ケ
浦

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

医
生

ケ
丘

,
大

字
永

犬
丸

[市
道

森
下

町
永

犬
丸

一
号

線
北

側
線

以
北

の
区

域
に

限
る
]
,
永
犬

丸
1
丁

目
,
大

浦
1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

御
開

1
丁

目
か

ら
5

丁
目
ま
で
,

折
尾

1
丁

目
か

ら
5
丁

目
ま
で

,
北
鷹

見
町

,
貴

船
台

,
楠

木
1

丁
目
,

楠
木

2
丁

目
,

光
明

1
丁

目
,

2
7
8
,5
8
2

1
～

S
:畠
2

1
3
5

･.-.
｢

桓

- ト ー ∽ -
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高
等

裁
判

所
地

方
.
家

庭
裁

判
所

簡
易
裁
判
所

*
1

*
2

*
3

弁
護

士
司
法
書
士
数

司
法

書
士

管
轄

区
域

人
口

弁
護

士
数

-
人

当
た

り
の
人

口
-

人
当
た

り
の

人
口

本
庁

支
部

本
庁

支
部

l
光

明
2
丁

乱
大

字
小
敷

,
自
由

ケ
丘

,
松

寿
山

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

大
字

陣
原

,
陣
原

1
丁

目
か

ら
5
丁

目
ま

で
,

瀬
板

1
丁

臥
瀬

板
2
丁

目
,

星
和

町
大
膳

1
丁

目
,

大
勝

2
丁

目
,

千
代

ケ
崎

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

東
筑

1
丁

臥
東

筑
2
丁

目
,
洞

北
町
.

友
田

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

長
崎

町
,

中
須

1
丁

臥
中
須

2
丁

目
,

西
折

尾
町

.
大

字
則

松
[市

道
森

下
町
永

犬
九

一
号

線
以

南
の

区
域

を
除

く
]
,

則
松

1
丁

目
か

ら
7
丁

目
ま
で
,

東
折

尾
町
,

日
吉

台
1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま

で
,

藤
原

1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま
で
,

堀
川

町
,

大
字

本
城

,
本

城
1
丁

目
か

ら
5
丁

目
ま
で
,

本
城

東
1
丁

目
か

ら
6
丁

目
ま
で
,

丸
尾

町
,

三
ツ
頭

1
丁

目
,

三
ツ
頭

2
丁

目
,

光
貞

台
1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で

,
南
鷹

見
町
,

美
吉

野
町
,

夕
原

町
,

力
丸

町
,

さ
つ

き
台

1
丁

目
,

さ
つ

き
台

2
丁

目
)

の
所

管
区
域

,
八
幡

南
出
張

所
(池

田
1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

石
坂

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で

,
岩

崎
1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま
で
,

大
芋

香
月
,

香
月

中
央

1
丁

目
か

ら
5
丁

目
ま
で
,

香
月
西

1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま
で
,

上
香

月
1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま
で

,
吉

祥
寺

町
,

大
字

楠
檎

.
楠

橋
上

方
1
丁

目
,

楠
橋

上
方

2
丁

目
,

楠
橋

下
方

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で

,
楠

橋
西

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま

で
,
楠

橋
東

1
丁

臥
楠

橋
東

2
丁

目
,

楠
橋

南
1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
.
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高
等

裁
判

所
地

方
.
家

庭
裁

判
所

簡
易
裁
判
所

*
1

*
2

*
3

弁
護

士
司
法
書
士
数

司
法

書
士

管
轄

区
域

人
口

弁
護

士
数

一
人

当
た

-り
の

人
口

一
人

当
た

り
の

人
口

本
庁

支
部

本
庁

支
部

楠
北

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

大
字

木
屋

瀬
,

木
屋

瀬
1
丁

目
か

ら
5
丁

目
ま
で

,
大

字
金

剛
,

金
剛

1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま
で
,

大
字

笹
田
,

下
畑

町
,

白
岩

町
,

高
江

1
丁

目
か

ら
5
丁

目
ま

で
,

茶
屋

の
原

1
丁

目
か

ら
4
丁

目
ま

で
,

千
代

1
丁

目
か

ら
5
丁

目
ま
で
,

大
字

野
面
,

野
面

1
丁

目
,

野
面

2
丁

目
,
大

字
畑

,
馬

場
山
,
大

字
馬

場
山
,

馬
場

山
西
,

馬
場

山
原

,
馬

場
山
東

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で
,

馬
場

山
緑

,
東

石
坂

町
,

船
越

1
丁

目
か

ら
3
丁

目
ま
で

,
真

名
子

1
丁

目
,

真
名
子

2
丁

目
,

椋
枝

1
丁

目
,
椋

枝
2
丁

目
,

星
ケ
丘

1
丁

目
か

ら
7
丁

目
ま
で
)

の
所

管
区
域
)
,
中
間
市

,
遠

賀
郡

(芦
屋

町
,

水
巻

町
,

岡
垣

町
,

遠
賀

町
)

*
1

管
轄

区
域

は
､
2
00
7
年

2
月

1
日
現

在
の
行

政
区
画

等
に
基

づ
く
｡

*
2

折
尾

簡
易
裁

判
所

の
管

轄
区
域

で
あ

る
大

字
則

松
(市

道
森

下
町
永

犬
九

一
号
線

以
南

の
区
域

を
除

く
)

は
､

人
口
が

明
確

で
な

い
た

め
大

字
則

松
の

人
口
を
掲

載
｡

*
3

弁
護

士
数

は
､
20
08

年
2
月
19

日
現

在
の
数

値
o

h
tt
p
:/
/w

w
w
.f
b
e
n
J'p

/s
ea

rc
h
/S
e
ar
ch

fo
rm

.p
h
p
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4
1

佐
賀

県

高
等

裁
判

所
地

方
.
家

庭
裁

判
所

簡
易
裁
判
所

*
1

管
轄

区
域

人
口

*2
弁

護
士

数
弁

護
士

-
人

当
た

り
ぬ

人
=E]

司
法
書
士
数

司
法

書
士

-
人

当
た

り
q
)人

中
本

庁
支

部
本

庁
支

部

福
岡

高
等

裁
判

所
佐

賀
地

方
･
家

庭
裁

判
所

佐
賀

簡
易

裁
判

所
佐

賀
市

,
多

久
市

,
小

城
市

.
神

埼
市

,
神

埼
郡

吉
野

ヶ
里

町
3
5
9
,5
8
9

4
3

垂
?

55

鳥
栖

簡
易

裁
判

所
鳥

栖
市

,
三

養
基

郡
(基

山
町

,
上

峰
町

,
み

や
き

町
)

1
1
9
,8
5
9

3
*
車

13

佐
賀

地
方

･
家

庭
裁

判
所

武
雄

支
部

武
雄

簡
易

裁
判

所
武

雄
市

,
杵

島
郡

大
町

町
5
9
,4
5
3

5
轟
集

10
鹿

島
簡

易
裁

判
所

鹿
島

市
,

嬉
野

市
,

藤
津

郡
太

良
町

,
杵

島
郡

(江
北

町
,

白
石

町
)

1
0
9
,8
5
4

0
1
0

伊
万

里
簡

易
蓑
∈紳

J所
伊

万
里

市
,

西
松

浦
郡

有
田

町
7
9
,7
6
0

1
?
I.軽
p

1
3

*
1

管
轄

区
域

は
､
2
CX
)7
年
10

月
1
日
現

在
の

行
政

区
画

等
に
基

づ
く
｡

*
2

弁
護

士
数

は
､
2
00

8
年

3
月
2
5
日
現

在
の

数
値

｡
h
tt
p
:/
/w

w
w
1
7
.o
c
n
.n
e.
jp
/～
sa

g
a
b
g
sk

/s
y
o
k
ai
/m

e
m
t光

r.
h
tm
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高
等

裁
判

所
地

方
.
家

庭
裁

判
所

簡
易
裁
判
所

管
轄

区
域

人
口

*
1

弁
護

士
数

弁
護

士
二一

人
当

た
り
の

人
口

司
法
書
士
数

司
法

書
士

一
人

当
た

り
の

人
口

本
庁

支
部

本
庁

支
部

福
岡
高

等
裁

判
所

長
崎

地
方

･
家

庭
裁

判
所

長
崎

簡
易

裁
判

所
長

崎
市

,
西

海
市

(旧
西

彼
杵

郡
西

彼
町

,
旧
西

彼
杵

郡
大

瀬
戸

町
,

西
彼

杵
那

(長
与

町
,

時
津

町
)

5
4
4
,0
5
5

6
9

7,
8
8
5

5
5

9
,8
9
2

長
崎

地
方

･
家

庭
裁

判
所

大
村

支
部

大
村

簡
易

裁
判

所
大

村
市

,
東

彼
杵

郡
東

彼
杵

町
9
7,
6
9
7

3
3
2
,5
6
6

9
10

,8
5
5

諌
早

簡
易

裁
判

所
諌

早
市

14
4
.0
3
4

3
4
8
,0
1
1

1
5

9
,6
0
2

長
崎

地
方

･
家

庭
裁

判
所

五
島

支
部

五
島
簡

易
裁

判
所

五
島

市
4
4
,7
6
5

1
4
4
.7
6
5

6
･::..
.:7
.4
6
‥1

新
上

五
島

簡
易

裁
判

所
西

海
市

の
う

ち
旧
西

彼
杵

郡
崎

戸
町

平
島
,

南
松

浦
郡

新
上
五

島
町

2
7,
0
6
8

0
2

1≡
3
,5
3
4

長
崎

地
方

･
家
庭

裁
判

所
厳

原
支

部
厳

原
簡

易
裁

判
所

対
馬

市
(峰

支
所

,
上
県

支
所

及
び

上
対

馬
支

所
の

各
所

管
区
域

を
除

く
)

2
6
,8
9
2

0
2

了
1
3

=,
4

4
6

上
県

簡
易

裁
判

所
対

馬
市

(峰
支

所
,

上
県

支
所

,
上

対
馬

支
所

の
各

所
管

区
域

)
l
l,
5
8
9

0
3

了
3
,.8
6
3
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高
等

裁
判

所
地

方
.
家

庭
裁

判
所

簡
易
裁
判
所

管
轄

区
域

人
口

*
1

弁
護

士
数

弁
護

士
一

人
当
た

り
の
人
.D

司
法
書
士
数

司
法

書
士

-
人

当
た

り
-q
)A

:口
本

庁
支

部
本

庁
支

部

長
崎

地
方

･
家

庭
裁

判
所

平
戸

支
部

平
戸

簡
易

裁
判

所
平

戸
市

,
松

浦
市

6
5
,3
8
2

1
坤

6

*
1

弁
護

士
数

は
､
2C
O
8
年

2
月
19

日
の

数
値

｡
h
tt
p
:/
/w

w
w
.n
b
e
n
.o
r.
jp
/
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高
等

裁
判

所
地

方
.
家

庭
裁

判
所

簡
易
裁
判
所

管
轄

区
域

人
口

*
1

弁
護

士
数

弁
護

士
二一

人
当
た

り
の

人
口

司
法
書
士
数

司
法

書
士

一
人

当
た

り
の

人
口

本
庁

支
部

本
庁

支
部

福
岡
高
等

裁
判
所

熊
本

地
方

･
家

庭
裁

判
所

熊
本

簡
易

裁
判

所
熊

本
市

,
宇

土
市

(長
浜

町
,

上
網

田
町
,

下
網

田
町
,

戸
口
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